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携帯電話本人確認のルール関連 2

１ SIMの不正転売
・SIMの不正転売が増加し、詐欺への転用等の可能性が指摘されている中、転売の防止に向けて
どのような効果的な対策が考えられるか。

２ 法人の代理権（在籍確認）
・法人の担当者が契約を行う場合における在籍確認の手法について、法令上の規定がなく、事業
者によって異なる取扱いとなっている中、利用者視点に立ってどのような方策が考えられるか。

３ 他社の本人確認結果への依拠
・携帯電話の契約時における他社の本人確認結果への依拠について、これまでの議論を踏まえ、
利便性と不正対策のバランスの観点から、どのように考えるべきか。

４ 追加回線
・2回線目以降の回線契約時の本人確認について、法令上の要件が１回線目とは異なっている中、
昨今の犯罪手口の巧妙化、高度化に対し、どのような効果的な対策が考えられるか。

５ 上限契約台数
・上限契約台数について、本人確認が適切になされない場合に、大量不正契約に繋がる可能性が
あるが、利用者のニーズと不正対策のバランスの観点から、どのように考えるべきか。

６ データSIM
・データSIMの本人確認について、法令上の要件が音声SIMと異なっている中、昨今の犯罪手口
の巧妙化、高度化に対し、どのような効果的な対策が考えられるか。





２ 法人の代理権（在籍確認） 4

構成員・発表者からのご意見

• 民法上の法律行為の代理権の確保というよりは、法人の名を騙る不正契約を防ぐ目的にあると考えており、
民法的な意味での委任状よりも、来店者が当該法人に在籍をしている事実を示す書類であるかが重要で
あると考える。（中原構成員）

• 中小企業や零細企業は、現実的な在籍確認は難しいので、デジタル庁のG-BIZ IDという取組の活用など、
電子的な手法の導入も考えられないか。（辻構成員）

• 犯罪実態や各種ニーズを踏まえて検討を行い、見直しとなる場合には十分な準備期間を確保してほしい。
（MVNO委員会）

• 法人営業は、営業担当が会社の事務所を訪問して手続きを行う場合は、特段書類の統一は必要ないと考え
る一方、営業担当がついていない会社については、店頭での対応となるので、一定程度統一は考えうる。
（NTTドコモ）

• 与信のために各社の考え方に沿って確認を行っているものであり、法令等での統一化まで図る必要はない。
（ソフトバンク）

考え方（案）

⇒ 法人契約については、現行の事業者の取組も踏まえつつ、利用者目線に立って予見可能性を高める観点か
ら、来店する担当者と法人の関係性を明らかにするために最低限必要な書類（電子的なものも含む）の提出
を求めるなど、所要の規定見直しが求められるのではないか。【省令事項：携帯法不正利用防止法規則第4
条】



３ 他社の本人確認結果への依拠 5

構成員・発表者からのご意見

• 検討の順番としては、不正への対応について十分に議論した上で、余裕がある限りに検討するという位置
づけが良いのではないか。（中原構成員）

• 依拠先と依拠元の情報提供に関して、個人情報のやり取りの観点から、ユーザーへの説明が十分になされ
るべきである。（沢田構成員）

• 依拠先としてはJPKIをベースに本人確認を行っている事業者に限定するのが検討の前提になると考える。
（辻構成員、ソフトバンク）

• 依拠先の本人確認、契約者の同一性確認が適切に行われていない場合には、なりすましのリスクが高く、慎
重な検討が必要。（NTTドコモ）

• 携帯電話事業者への依拠について、現在保証レベルを上げる本人確認強化の取組を実施しており、こう
いった状況において、他の事業者への依拠を認めることは、現時点では適当ではない。（KDDI）

• MVNO委員会が会員向けに実施した調査では、依拠の取組を実施もしくは検討している事業者は確認で
きなかった。（MVNO委員会）

• 金融機関及び携帯電話事業者への依拠について、継続的顧客管理や多要素認証等の取組によって、本人確
認の保証レベルを担保することができれば、利用者の利便向上も見込まれるため、早期に実現いただきた
い。（楽天）

考え方（案）

⇒ 他社の本人確認結果への依拠については、一部事業者からのニーズが認められるものの、昨今の犯罪手口
の巧妙化、高度化も踏まえると、ID/PASSの不正入手への対策や他の見直し事項の議論の進展を見極め
た上で、依拠先の本人確認の保証レベルが高く最新の本人特定事項となっていることや、依拠元の当人確
認が適切に行われることなど、依拠が適切にできる要件を整理した上でルール整備を行うことも視野に、
改めて本WGにおいて検討を深めてはどうか。



４ 追加回線の本人確認 6

構成員・発表者からのご意見

• ２回線目以降の契約が簡易なことがどれだけ犯罪に寄与しているのか、検証が必要（中原構成員）⇒警察庁
から補足発表【補足①】

• 追加回線の本人確認に簡易な本人確認手法を残すことが、利用者の利便性の確保がどれだけ切実なのか
についての検証が必要。（沢田構成員、中原構成員）⇒事業者から補足発表【補足②】

• ユーザーとしては、なりすまし防止のために、本人確認を厳密にしてもらった方が、安心感があるのではな
いか。（沢田構成員）

• IDパスワード等による本人確認は利用者の利便性等の観点からそれを残した上で、ワンタイムパスワード
による認証、多要素認証、既存回線からのログインの必須化など、当人認証性を高める本人確認方法を検
討する必要がある。また、 不正契約発生のモニタリングも前提として必要ではないか。（NTTドコモ、
KDDI、ソフトバンク、MVNO委員会）

⇒ 上述の補足も踏まえて、考え方を整理していくこととしてはどうか。

考え方（案）



５ 上限契約台数 7

構成員・発表者からのご意見

• 過少規制も過剰規制もよくないので、基礎的な現状認識をしっかりさせる必要がある。（中原構成員）

• 上限契約台数についてのニーズや利用実態を確認する必要がある。（沢田構成員、中原構成員）⇒事業者か
ら補足発表【補足③】

• 契約時の本人確認の強化や定期的な本人確認を行うことができれば、回線数の制限は不要ではないか。
（辻構成員）

• それぞれの契約が慎重にされるならば問題ないと思う一方で、当人認証の強化によって本当に十分な効果
が生じるのかも丁寧に検証が必要。（中原構成員）

• 一定のルールは必要であるが、新たなサービス提供の妨げとならないよう、例外措置の検討が必要。例え
ば、子供用の見守りGPS端末やIoTなどのデータ通信サービスは不正利用リスクが少ないと考えられる。
（仲上構成員、KDDI）

• 仮にルール化をする場合は、TCAの自主基準を踏まえた上で、家族全員分の契約できないなどの利用者
利便を損なうケースもあることから、十分な移行期間が必要。（NTTドコモ）

• 利用者の多様な利用用途に鑑みて、過度な制約を設けることはふさわしくなく、法令等による担保は不要。
契約上限を設定するのではなく、不正契約自体を抑止する取組がまずは重要。（ソフトバンク、楽天、
MVNO委員会）

⇒ 上述の補足も踏まえて、考え方を整理していくこととしてはどうか。

考え方（案）





補足事項一覧（再掲） 9

【論点４：追加回線の本人確認】

• ２回線目以降の契約が簡易なことがどれだけ犯罪に寄与しているのか、検証が必要。

⇒警察庁から補足発表【補足①】

• 追加回線の本人確認に簡易な本人確認手法を残すことが、利用者の利便性の確保がどれだけ切実なのか
についての検証が必要。

⇒事業者（NTTドコモ）から補足発表【補足②】

【論点５：上限契約台数】

• 上限契約台数についてのニーズや利用実態を確認する必要がある。

⇒事業者（楽天モバイル）から補足発表【補足③】

【論点６：データSIMの本人確認】
• SMS有/無データSIMについて、定量的な犯罪実態の確認が必要。
⇒警察庁から補足発表【補足④】


